
○ボランティア受付　
　・ 個人　1,357人　　・ 団体　51団体　
○ボランティアのべ活動人数　3,380人　
○ボランティア活動件数　822件
○活動内訳
　・ 高所作業　                256件
　・ 運搬作業　                438件
　・ 一般作業 （片付け等）　102件
　・ その他　　                26件

令和元年１0月31日現在　
　災害ボランティアセンターは災害発生後の被災者の生活再建に
対する支援ニーズを受け付け、そのニーズとボランティアをつなぎ
合わせる（マッチング）ことにより、被災者が 1日も早く日頃の生
活を取り戻すことができるようにする役割を担っています。
　今回の台風１５号・１９号では強風による屋根や家屋、樹木など
の被害が多く、９月１４日の災害ボランティアセンターには、住民
の方から想像を超える支援の要望が寄せられ、日々大勢のボラン
ティアに被災者支援のため活動して頂きました。　

南房総市
災害ボランティアセンターの取り組み

　このたびの台風１５号・１９号また１０月２５日の豪雨
により被災され、余儀ない生活を強いられている多くの

市民の方々に心からお見舞い申し上げます。　



南房総市災害ボランティアセンター活動の軌跡

災害ボランティアセンターでは…

活動の現場では…

講習会では…

たくさんのボランティアが支援に駆けつけて下さい
ました。

高所作業の支援団体の方々と安房消防職
員との作業前の打合せ。

ボランティア活動の注意点を確認するた
めのオリエンテーションを行います。

ブルーシート張りのニーズには高所
作業を専門とするボランティアが行
います。

活動に必要な資材も貸出しました。

被災されたお宅にアロママッサージ
のボランティアさんが訪問しました。

支援物資もたくさん届きました。

ブルーシート張りの安全講習会も開
き、テレビでも放映されました。

ライオンズクラブや
地元の方々から活動
に必要な軽トラック
を貸していただきま
した。

泥かきのボランティア、依頼者の 「あ
りがとう」が何よりの励みです。

森のようちえんはっぴーの子どもた
ちが作ったアシスト瓦（瓦の代用品）
の寄付がありました。

学生ボランティアと支援団体の方々で一緒
に現場へ行く前の打合せ。

ボランティアさんによる温かいとん汁
のサービスもありました。

地元安房消防職員の
方々もボランティアで
ブルーシート張りの支
援をお願いしました。

●南房総市社会福祉協議会　てんだぁ 49 ●

　　南房総市社会福祉協議会では、９月１４日より「南房総市災害ボランティアセンター」を開設し、市内外
から多くのボランティアの方々のご協力により、被災ゴミの片付けや運搬・高所作業（ブルーシート張り）な
どの支援を行ってきました。ここではその活動の一部をご紹介します。　

寄付・物資支援では…



南房総市社協復興サポートセンターおよび
各福祉サポートセンターでは、

次のような相談窓口を開設しています。
福祉に関する支援制度および相談窓口

名　　　　称 内 　 　 　 　 容 お 問 合 せ 先

南房総市社協復興 
サポートセンター

災害により被災を受けた人の困りごと、災害に関する生活相談を受
付けます。

南房総市社協
復興サポートセンター
☎ 090-8741-4829
（専用ダイヤル）

弁護士による生活再建 
相談

災害からの生活再建に向けて「家屋が被災したが、どのような制度
を利用したらよいか」などのご相談を行います。

臨床心理士による 
こころの相談

地域の臨床心理士ボランティアがこころの健康を保つためのご相談
を行います。
もし、悩んでいることや聞いて欲しいことなどありましたらお話しし
ませんか。（毎週月・水・金の午前９時から正午まで）

千葉県共同募金会に
よる見舞金の交付

災害により被災した世帯に見舞金を交付します。対象はり災証明
により、生活をされている住宅が【全壊】【大規模半壊】【半壊】【床
上浸水】の判定を受けた世帯です。
※店舗・空き家・別荘・倉庫などは対象となりません。

南房総市社会福祉協議会
各福祉サポートセンター

◆とみうら福祉サポートセンター　 
33-4565

◆とみやま福祉サポートセンター    
57-2926

◆みよし福祉サポートセンター
　    36-2276

◆しらはま福祉サポートセンター 
   30-5122

◆ちくら福祉サポートセンター
　　 44-3541

◆まるやま福祉サポートセンター  
  46-2200

◆わだ福祉サポートセンター 
　      47-3390

生活福祉資金制度に
よる貸付

県内に居住地を有する被災世帯（低所得者世帯）に対して、当座
の生活費や住宅を修復するための経費、家財道具などを購入する
ための経費などを貸し付けます。
【緊急小口資金】
　被災により緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に
　必要な生活費を貸し付けます。　
　□貸付額　10 万円以内
【福祉費】※市町村の災害援護資金の貸し付けが優先されます。
①住宅改修費：住宅を修復するための経費などを貸し付けます。
　□貸付額　250 万円以内
②災害援護費：家財道具などを購入するための経費などを貸し付
　けます。
　□貸付額　150 万円以内
○他制度を利用できる場合はそちらが優先となります。
○ 貸付条件は資金種類によって異なります。申込みには資金によ
り必要書類が異なります。
○ 貸付にあたり、千葉県社会福祉協議会で審査を行います。申請
の内容により、貸付には至らない場合もあります。　　　

生活困窮に関する相談 生活全般にわたる生活の困りごとの相談を受け付けます。
南房総市社会福祉協議会
☎ 090-4381-4829
( 専用ダイヤル）

●南房総市社会福祉協議会　てんだぁ 49 ●

南房総市社協復興サポートセンターの設置について

南房総市社協復興サポートセンター

南房総市谷向 50
　☎ 090-8741-4829

しゃふ く

しゃふ く

しゃふ く



　

　　　

善意の寄付

この寄付金は、本会福祉振興基金に積み立て、以後地域福祉向上のため
有効に役立たせていただきます。ありがとうございました。

敬称略/令和元年７月～令和元年１０月

社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会
◆本所　南房総市千倉町瀬戸 2705-6

44-3577　 44-3542
◆とみうら福祉サポートセンター　 33-4565
◆とみやま福祉サポートセンター    57-2926
◆みよし福祉サポートセンター　    36-2276
◆しらはま福祉サポートセンター    30-5122
◆ちくら福祉サポートセンター　　 44-3541
◆まるやま福祉サポートセンター    46-2200
◆わだ福祉サポートセンター 　      47-3390
◆ケアプランセンター　                29-5022

たくさんのまごころ
ありがとうございます。

　

安馬谷区（丸山地区）　　  　   21,132 円 匿名（５件）　　　　　  81,197円

ー 発行・編集 ー（各種お申込み先）

　南房総市に在住し、在宅で日常生活のほとんどに介護を
必要とする方に紙おむつを給付します。

○紙おむつ給付事業

○高齢者介護用品支給事業

申込期限／令和２年1月15日（水）まで
給付月／令和２年２月
申込先／南房総市社会福祉協議会各福祉サポートセンター
問い合せ先／南房総市社会福祉協議会（本所）
　　　  または、 お近くの福祉サポートセンターへ　

・1日中ベット上で過ごされ日常のほとんどに介護を要す
　る要介護認定３・４・５の方

・日常生活のほとんどに介助を要する重度心身障害の方

・精神障害者保健福祉手帳および療育手帳をお持ちの方

紙おむつ　尿取りパッド　紙パンツ

※1回あたり税込 5,000 円以内ただし要介護 3 の方は
　税込 2,500 円以内

　

対
象
者

品
目

・65歳以上で要介護４・５の方、介護をしているご家族
※要介護高齢者の属する世帯全員が前年度市民税非課税の世帯

紙おむつ　尿取りパット　紙パンツ　
※1回あたり25,000 円以内

対
象
者

品
目

紙おむつを支給します

このたびの台風１５号以降、災害に関しての寄付も多く寄せられています。
災害関連の寄付については、次号に掲載する予定です。

    

～司法書士が相談に応じます～

開設日 場　　　　所

  １月 ９ 日 （木）  ちくら介護予防センター

 ２月13 日 （木）  とみうら元気倶楽部

 ３月12日（木）  丸山公民館

時間／午後１時～午後４時　

44-3577

○事前予約申込：随時電話にて予約を受け付けます。
○定　　員：6人（相談はおひとりにつき 30分まで）
○そ の 他：調停中や裁判中の事件の相談ならびに同一
                     内容についての再度の相談は応じられません。
　　　　　　弁護士による相談は他の機関を紹介します。

無料法律相談

予約・問い合せ先：南房総市社会福祉協議会(本所）

　令和元年台風１５号１９号により被災されました皆様には、心からお見舞い申し上げます。

　てんだぁ49号は、台風被害により本会が行っている地域福祉事業・行事が中止または、延期になったこと

で、広報紙内容を大幅に変更させていただきました。

　まだまだ復興の途中ではありますが１１月１日からは、南房総市社協復興サポートセンターを開設し、市民

の皆さんが１日でも早く日常の暮らしを取り戻すことができるよう、生活の再建に向けて地域福祉活動に取

り組んでまいります。ご理解ご協力をお願いいたします。（妃）


